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第２部　関東食料・農業・農村の動向
（２）都市と農山漁村の共生・対流の推進

関東地域は、約4,800万人が居住する首都圏に加え、交通アクセスに恵まれた豊かな田

園、森林、河川や海浜を有しておりこれらを活かした、道の駅や農林水産物直売所、農家

レストラン、体験農園などの交流拠点施設や農家民宿・宿泊施設も多く、学校でのセカン

ドスクールやワーキングホリデーなど、様々な形で都市と農山漁村の交流活動が展開され

ている。

こうしたなか、関東農政局では、都市と農山漁村の間で「人・もの・情報」の行き来を

活発にし、田舎暮らしや団塊世代の定年帰農、スローフードなど、新たなライフスタイル

の実現と地域の活性化を目指す「都市と農山漁村の共生・対流」の取組を推進しており、

その中核的な活動としてグリーン・ツーリズムを位置付けている。

① 都市と農山漁村の共生・対流の実現に向けた取組

ア 都市と農山漁村の共生・対流に関する情報の発信

http://www.maff.go.jp/kanto/nouson/shinkou/kouryuu/関東農政局のホームページ（

）に 「都市と農山漁村の共生・対流」サイトを開設し、都市住民のニーズにindex.html 、

即したふるさと情報や農林漁業体験情報を提供している。

20年７月には「関東農政局消費者の部屋 （さいたま新都心合同庁舎１号館、インフォ」

メーションセンター内）において、グリーン・ツーリズム関係のパネル展示やパンフレッ

トの無料配布を行った。

イ 管内県におけるグリーン・ツーリズムの推進体制について

関東管内の各県では、県、農林漁業関係者、農林漁業体験民宿経営者、観光産業関係者

等からなる推進組織を設置し、グリーン・ツーリズムの普及・推進に努めている（表Ⅲ-

４-２ 。）

表 管内県におけるグリーン・ツーリズムの推進体制Ⅲ-４-２

県名 名 称 設置年月 構成員
茨城県 茨城県都市農村交流推進協議会 平成18.２月 市町村、県観光協会、農業団体

農業者、学識経験者等

栃木県 栃木県都市農村交流推進協議会 平成12.７月 農林業団体、旅行業者、観光団体
市町村、県関係機関

群馬県 群馬県グリーン・ツーリズム 平成16.９月 県及び関係市町村
連絡協議会

ぐんまグリーン・ツーリズム 平成16.６月 ぐんまグリーン・ツーリズム推進
等ーターポサ会絡連ーターポサ

埼玉県 魅力ある農業・農山村づくり 平成15.10月 学識経験者、消費者等
検討委員会

千葉県 地域グリーン・ブルーツーリズ 平成15.５月 生産者団体、ＮＰＯ、観光協会
等関機係関県、村町市）域地６（会議協進推ム

都市農山漁村交流拠点施設の代表者千葉県都市農山漁村交流拠点 平成15.７月
施設連絡会

山梨県 富士の国やまなし農村休暇邑 平成16.７月 県、市町村、商工関係団体、
等ＯＰＮ会協

長野県 長野県グリーン・ツーリズム 平成11.10月 関係市町村、農業団体、観光協会
等関機係関県会議協

静岡県 静岡県グリーン・ツーリズム 平成15.３月 交流施設等運営者、市町村、
等体団業農会協
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② 子ども農山漁村交流プロジェクトの取組

」「（ ） 、 、子ども農山漁村交流プロジェクト 愛称 ふるさと子ども夢学校 とは 農林水産省

文部科学省、総務省が連携して、小学校において農山漁村での１週間程度の長期宿泊体験

活動を推進するものである。

子ども達の学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範意識などを育み、力強い子どもの成

長を支える教育活動として進めている。

児童が我が家を離れ自然豊かな農山漁村に宿泊し、普段の生活とは異なる環境や人間関

係の中に身を置き、様々な実体験を行うことは、子ども達の新たな一面を引き出し、成長

を促す効果がある。

取組の初年度となる平成20年度は、全国で53、関東農政局管内は８の受入モデル地域が

決まり、文部科学省が認定したモデル推進校を中心に農林漁家民宿・民泊体験が実施され

たところである（表Ⅲ-４-３ 。）

農家を対象にした事前受入研修会 いろりを囲んでの共同調理

表 管内受入モデル地域（平成20年度）Ⅲ-４-３

村町市係関会議協入受名県都型
群馬県 片品村受入地域協議会 片品村

先 長野県 北信州みゆき野子ども 飯山市、木島平村、野沢温泉村、栄村
導 交流推進協議会
型 南信州セカンドスクール 飯田市、松川町、高森町、阿南町、清

下、村羽根、村谷平、村智阿、村路内会究研地
、村阜泰、村龍天、村木売、村條域

喬木村、豊丘村、大鹿村
北アルプス山麓地域 大町市、 池田町、松川村、白馬村、

村谷小会議協
茨城県 グリーンふるさと振興機構 日立市、高萩市、北茨城市、

大、町里城、市宮大陸常、市田太陸常体
町子制

整 千葉県 南房総体験活動ネットワーク 館山市、南房総市、鴨川市、鋸南町
備 協議会
型 山梨県 道志村子ども農山漁村地域 道志村
地 協議会
域 長野県 伊那市観光協会長谷支部 伊那市

」「農山村留学長谷地区受入の会
注：先導型地域：子ども農山漁村交流プロジェクトの都道府県内への普及推進における先導

的役割を担う地域
体制整備型地域：子ども農山漁村交流プロジェクトにおける受入活動に高い意欲を持ち、

今後受入れ態勢整備を図りつつ本事業に取り組む地域

先
導
型
地
域
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④ 農山漁村地域力発掘支援モデル事業の取組

ふ る さ と

農山漁村は、農林漁業、伝統文化、生活、自然、景観等で成り立っており、このよう

な有形及び無形の資源が存する農山漁村生活空間は、農山漁村の活力の場であるととも

に、広くこれを開放することにより国民全体にやすらぎを与えるなどの利益を提供する

ものである。

このような農山漁村の持続的な発展の基礎である農山漁村生活空間は、現在急速に活

力を失いつつあり、農山漁村の活力を高め、持続的な発展を期すためには、これを早急

に保全し、その活用を通じて経済活動の活性化や都市と農山漁村の交流等の促進につな

げていくことが重要である。

実を」「らか度年02、はで省産水林農、めたのこ 農山漁村地域力発掘支援モデル事業
ふ る さ と

施している。この事業は、地域住民や都市住民、ＮＰＯ、企業等の多様な主体を地域づ

くりの新たな担い手として捉え、これらの協働により、農山漁村の持続的な発展の基礎

である農山漁村生活空間の保全・活用を図ることを通じ、持続可能で活力ある農山漁村

を実現するモデル的な取組を支援し、活力ある農山漁村の活性化と自立を目指すことを

目的としている。

20年度は、管内で46地域協議会において同事業を実施している（表Ⅲ-４-６ 。）

表 -６ 関東農政局管内地域協議会Ⅲ-４

）名村町市在所（名会議協域地名県都

朝日里山学校地域協議会（石岡市 、下妻地域ふるさと交流推進協議会（下妻市 、常陸太田茨城県 ））

市金砂地区ふるさと協議会（常陸太田市 、下高井地域振興協議会（取手市 、つくばふるさ））

と地域力協議会（つくば市 、塩田ふるさと協議会（常陸大宮市 、桜川北部ふるさとづくり））

協議会（桜川市 、つくばみらい市都市農村交流協議会（つくばみらい市））

かわち故郷づくり協議会（宇都宮市 、須藤地域活性化協議会（茂木町 、船生地域づくり推栃木県 ））

進委員会 塩谷町 台新田地域力発掘支援協議会 高根沢町 那珂川町里山学校協議会 那（ ） ）（、 （、

珂川町）

大室ＫＡＺＥの里協議会（前橋市 、上野村自立活動推進協議会（上野村 、嬬恋村今井地区群馬県 ））

活性化協議会（嬬恋村）

秩父市子ども農山村交流協議会（秩父市 、秩父カエデ地域協議会（秩父市 、栃谷ふるさと埼玉県 ））

づくりの会（秩父市 、高倉ふるさと協議会（鶴ヶ島市））

金杉谷津田アーバングリーン・ツーリズム協議会 船橋市 茂原ふるさと活性化協議会 茂千葉県 （ ） （、

原市 、花のふるさと千倉協議会（南房総市 、和田地域ふるさとづくり協議会（南房総市）））

東京ひのはら地域協議会（檜原村）東京都
藤野里山ふるさとづくり協議会（相模原市 、日向ふるさとづくり協議会（伊勢原市）神奈川県 ）

やまなし地域協議会（山梨市 、穂坂町ふるさと協議会（韮崎市 、南アルプスふるさとづく山梨県 ））

り地域協議会（南アルプス市 、台ヶ原ふるさとづくり協議会（北杜市 、増富地域再生協議））

会（北杜市 、芦川地域協議会（笛吹市 、穂積活性化地域協議会（増穂町 、早川体験型観）））

光推進協議会（早川町 、道志村子ども農山漁村地域協議会（道志村））

ふるさと南信州飯田創生地域協議会（飯田市 、小諸市西部グリーンツーリズム協議会（小長野県 ）

諸市 中尾歌舞伎ふるさとおこし協議会 伊那市 大町温泉郷周辺地域団体連携協議会 大） ）（、 （、

町市 、美し村開拓協議会（大町市 、大島山瑠璃の里づくり協議会（高森町 、信州おぶせ）））

『はよんば隊』推進協議会（小布施町）

ふるさと三島・農と街中連携協議会（三島市 、伊豆月ヶ瀬梅の里づくり協議会（伊豆市 、静岡県 ））

御前崎地区活性化地域協議会（御前崎市）

関東農政局調べ
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⑤ 市民農園等の開設状況

市民農園数及び農園面積は増加傾向

ア 市民農園整備促進法による市民農園の開設状況

管内の20年３月末現在の市民農園整備促進法による市民農園の開設状況は184か所、農

園面積は163万㎡で農園数、農園面積とも全国の４割を占めている（表Ⅲ-４-７ 。）

開設主体別農園数は地方公共団体90か所、農業者79か所、農協13か所の順であり、地方

公共団体による開設が全体の５割を占めている。

都県別の農園数は静岡県35か所、東京都28か所、神奈川県28か所の順であった。農園面

積は埼玉県36万㎡、長野県28万㎡、茨城県21万㎡の順であった。

イ 特定農地貸付法による農園の開設状況

特「の在現末月３年02の内管 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 （」

定農地貸付法）による農園の開設状況は1,559か所で全国の５割を占め、農園面積は307万

㎡で全国の４割を占めている（表Ⅲ-４-８ 。）

開設主体別農園数は地方公共団体1,186か所、農協211か所の順であり、地方公共団体に

よる開設が全体の８割を占めている。

また、平成17年９月に施行された改正特定農地貸付法により地方公共団体、農業協同組

合等以外の開設主体であるＮＰＯ法人等が６か所の市民農園を開設した。

都県別の農園数は東京都426か所、神奈川県404か所、長野県266か所の順であった。農

園面積は神奈川県71万㎡、東京都61万㎡、長野県43万㎡の順であった。

農園数 面積(㎡) 農園数 面積(㎡) 農園数 面積(㎡) 農園数 面積(㎡) 農園数 面積(㎡) 農園数 面積(㎡) 農園数 面積(㎡)
茨 城 県 9 210,635 9 200,882 1 11,000 10 211,882
栃 木 県 3 34,858 4 35,358 4 35,358
群 馬 県 14 142,404 11 121,034 3 16,811 14 137,845

213,06322302,812561,021449,12391594,15312県玉埼
856,189033,311623,322423,212876,234856,189県葉千
232,2982497,0781631,31203,819845,4882都京東
389,38182182,25142584,522712,62101,76162県川奈神
959,03121204,21755,82111959,03121県梨山
333,38222572,41460,212499,66291799,15222県野長
018,90153079,4803363,313774,112676,71143県岡静

管　内 178 1,573,331 90 1,143,443 13 102,284 79 364,040 2 17,605 0 0 184 1,627,372
全　国 408 4,177,017 203 2,913,147 33 244,908 177 1,222,678 5 35,802 1 23,916 419 4,440,451

資料：関東農政局調べ

合　　　計

表Ⅲ-４-７ 「市民農園整備促進法」に基づく農園の開設状況

都 県 名
平成19年3月末
合　　　計 地方公共団体 農業協同組合 農業者 構造改革特区 その他（ＮＰＯ、企業等）

平成20年3月末

農園数 面積(㎡) 農園数 面積(㎡) 農園数 面積(㎡) 農園数 面積(㎡) 農園数 面積(㎡) 農園数 面積(㎡) 農園数 面積(㎡)
024,75275632,11682,314337,3411561,99114052,63235県城茨
279,539060,11052,62266,826355,8311県木栃
286,77175670,32481,8391224,63163699,96145県馬群
700,9924314041934,3412461,552211290,362921県玉埼
332,09286742,91404,347713,827562,90235334,29256県葉千
639,416624956,3261429,4101353,675004329,426814都京東

神 奈 川 県 351 625,952 260 496,253 49 85,443 69 78,678 24 40,775 2 12,011 404 713,160
502,05119986,81912,014371,6494421,5873449,05149県梨山
029,134662444,7141620,55629,9854425,913202811,104252県野長
360,6974972,41454,32876,315256,4793013,2864県岡静

管　内 1,473 2,885,571 1,186 2,380,584 211 381,750 108 163,043 46 110,312 8 30,909 1,559 3,066,598
全　国 2,838 6,834,916 2,084 5,242,038 456 924,103 180 320,922 104 347,841 30 96,449 2,854 6,931,353

資料：関東農政局調べ

農業者 構造改革特区

表Ⅲ-４-８　「特定農地貸付法」に基づく農園の開設状況

その他（ＮＰＯ、企業等）

平成19年3月末
都 県 名

平成20年3月末

合　　　計 地方公共団体 合　　　計農業協同組合
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